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令和８年度しまね保育士魅力向上・発信業務委託に係る提案競技実施要領 

 

１ 目的 

全県的に保育所等で働く保育士が不足している。また、県内の保育士養成施設入学者数も減少傾

向にあり、将来の島根県の保育人材の不足が懸念される。このような現状を踏まえ、小中高生を対

象に保育士の仕事に触れる機会を設け、職業選択の一つとして保育士を選んでもらえるよう機運醸

成を図ることを目的とする。 

ついては、本要領により提案競技を実施し、事業の委託候補者を選定する。 

 

２ 業務概要 

（１）名称：令和８年度しまね保育士魅力向上・発信業務 

（２）仕様：令和８年度しまね保育士魅力向上・発信業務委託提案競技仕様書（以下、「仕様書」

という。）のとおり 

（３）委託料上限額：３，８６１千円（消費税及び地方消費税を含む） 

（４）契約期間：契約締結日から令和９年３月２６日 

※契約締結日は、令和８年４月１日以降を予定。また、この企画提案募集は、令和８年度当初予 

算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、 

島根県議会において令和８年度当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。 

 

３ 参加資格 

この提案競技に参加できる者は、次の要件のすべてを満たしている者とする。 

（１）複数の法人による連合体（以下、「コンソーシアム」という。）もしくは単独の法人である 

こと。 

（２）単独の法人での参加は、島根県内に本店、支店又は営業所を有する法人（以下、「県内法

人」という。）であること。コンソーシアムでの参加は、構成員のうち１以上は県内法人であ

ること。 

（３）コンソーシアムの構成員若しくは単独の法人は次の各号を満たすこと。 

①地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

②地方自治法施行令第１６７条の４第２項の各号に該当すると認められる事実があった後２年を 

経過しない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人とし  

て使用する者でないこと。 

③国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

④最近１事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑤島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。 

⑥島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における 

最近１事業年度の都道府県税の滞納がないこと。 

⑦複数のコンソーシアム構成員になって参加し、また、単独の法人として参加するなど、重複参 

加していないこと。 

（４）島根県の「建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱」又は「物品の製造の

請負、売買等に係る入札参加資格者指名停止措置要領」に基づく入札参加指名停止措置を受
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け、入札日においてその措置の期間が満了していない者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申し立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立てまたは、破産法（平

成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある

者でないこと。 

 

４ スケジュール 

契約の締結に至るまでの手続き及び時期は次のとおりとする。 

２月１３日（金） 公募開始 

（提案競技実施要領の配布、提案競技参加申込書・提案競

技質問票・企画提案書の提出受付の開始） 

２月２５日（水）午後５時まで 提案競技参加申込書の提出期限 

３月 ２日（月）（予定） 参加資格の通知 

３月 ５日（木）正午まで 提案競技質問票の提出期限 

３月１１日（水）（予定） 提案競技質問票の回答 

３月１３日（金）午後５時まで 企画提案書の提出期限 

３月２４日（火）（予定） プレゼンテーション、提案競技審査委員会の開催 

３月下旬 選考結果の通知、契約準備 

 

５ 書類提出先及び問い合わせ先 

  〒690-8501 島根県松江市殿町１番地  

島根県健康福祉部子ども・子育て支援課（島根県第二分庁舎２階） 

TEL：0852-22-5702 E-mail：hoiku@pref.shimane.lg.jp 

担当者：保育人材係 高橋 

 

６ 提案競技参加申込書の提出 

（１）提出方法 

   企画提案への参加を希望する者は、以下（３）の書類を郵送又は持参により提出すること。 

（２）提出期限 

令和８年２月２５日（水）午後５時まで 

※郵送の場合は、郵便書留とし、令和８年２月２５日（水）午後５時までに必着のこと 

※持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く平日午前９時から午後５時まで（正午から午後 

 １時を除く）に持参すること。 

（３）提出書類 

 書類名 部数 

１ 提案競技参加申込書（様式１） 

※コンソーシアムによる参加の場合は、協定書も提出すること 

１部 

２ 会社概要（会社案内、要覧、定款など、会社組織や内容がわかるもの） １部 

mailto:hoiku@pref.shimane.lg.jp
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※コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各１部提出すること 

３ 法人登記事項証明書 

※コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各１部提出すること 

１部 

４ 島根県内に事務所を有する者は島根県税に滞納がないことの証明書、島

根県内に事務所を有しない者（島根県に納税義務のない者）は本社が所在

する都道府県の法人事業税に滞納がないことの証明書 

※発行後３ヶ月以内の原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員す

べてについて各１部提出すること 

１部 

５ 税務署が発行する消費税及び地方消費税（国税）の納税証明書 

※発行後３ヶ月以内の原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員す

べてについて各１部提出すること 

１部 

 

７ 提案競技に係る質問の受付 

（１）受付期間 

   令和８年２月１３日（金）から令和８年３月５日（木）午後５時まで 

（２）質問の方法 

提案競技質問票（様式２）により、メールで提出することとし、必ず到着確認の電話をする

こと。 

（３）質問の回答方法 

質問及び回答の内容は、質問者名を伏せて、島根県健康福祉部子ども・子育て支援課ホーム

ページに掲載して回答する。また、訪問又は電話による質問は、原則として受け付けないこと

とする。 

（４）質問の回答予定日 

令和８年３月１０日（火）（予定） 

（５）その他 

本公募と関係のない内容に対する質問や、その他公正な審査を阻害する恐れのある質問等に 

は回答しない。 

 

８ 企画提案書の作成及び提出 

（１）企画提案内容 

   仕様書に記載された要件をすべて満たしていることを提示するとともに、次について、具体

的な提示を行うこと。 

 提案項目 提案内容 

１ 業務基本方針 〇業務実施における考え方、方針など 

全体のコンセプト、企画構成内容を明確に記載 

２ 業務実施体制 〇業務の実施体制と担当者の経歴 

〇業務を実施する上で有効な人的ネットワーク 

３ 各業務の実施方法 仕様書に基づき実施する業務の内容を具体的に記載 

〇みんなのまちで保育士体験、イベント出展 

・参加者の募集方法 



 

4 
 

・保育士の魅力向上・発信につなげる方策 

・事業実施スケジュール 

〇その他、保育士の魅力向上・発信につながる効果的な追加 

提案があればその内容 

４ 業務実績 〇過去の本業務と類似業務の受託実績 

５ 業務委託料 〇業務委託に係る各業務の内容と金額（見積書可） 

（２）企画提案書の規格 

   原則としてＡ４判の用紙を用い、各ページに番号をつけること。ただし、必要に応じＡ３判

の折り込みも可とする。 

（３）提出部数 

   正本１部、副本５部 

（４）提出期限 

   令和８年３月１３日（金）午後５時まで 

（５）提出方法 

    持参又は郵送とする。 

※郵送の場合は、書留とし、令和８年３月１３日（金）午後５時までに必着のこと。 

※持参の場合の受付時間は、土日祝日を除く平日午前９時から午後５時まで（正午から午後 

 １時を除く）に持参すること。 

 

９ 評価・選定方法 

（１）評価の方法等 

別に定める令和８年度しまね保育士魅力向上・発信業務に係る提案競技審査委員会（以下

「審査委員会」という。）において、厳正な審査を行い、最上位の者を委託先候補者に選定す

る。 

審査委員会が選定した者が辞退した場合は、次点となった提案者を委託先候補者とする。 

（２）評価については、以下の点を考慮する。 

・事業の目的・趣旨、仕様書の内容を正しく理解しているか。 

・事業目的達成のための適切なコンセプト、具体的かつ効果的な全体計画となっているか。 

・イベント実施に当たっては、十分な参加が見込める工夫がされているか。 

・これまでの知見等を活かした専門的な内容となっているか。 

・小中高生に保育士の魅力が伝わり、将来の職業選択の一つとして保育士を選んでもらえる 

ような内容となっているか。 

・イベント実施を通じて、市町村や保育所、こども向け仕事体験会主催者等の関係機関におけ

る保育士確保の取組が向上する内容となっているか。 

・責任者及びスタッフの配置等、十分な推進体制となっているか。 

・具体的で実現可能なスケジュールが設定されているか。 

・本業務と同様又は類似の業務実績があるなど、業務遂行の信頼度は高いか。 

・適切な見積り内容となっているか。 

・見積金額が予算の範囲内であり、経費の積算は適切か。 

・企業等として法令や社内規定等を遵守するとともに、企業倫理や社会的規範に沿った行動が
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とれる体制となっているか。 

（３）プレゼンテーション 

ア 日程・場所（予定） 

令和８年３月２４日（火） 島根県職員会館（松江市内中原町５２）  

※詳細については企画提案者に別途通知する。 

イ プレゼンテーションの方法 

審査会場における実施プレゼンテーションとする。 

３０分以内で提案競技参加者による説明を行った後、審査委員からの質問時間を１５分程

度設定する。 

（４）審査結果の通知 

ア 審査委員会による選定の結果については、令和８年３月下旬ごろ参加者に別途通知する。 

  イ 審査結果については、公表しない。また、選定の結果等に対しての質問や異議申立ては受

け付けない。 

（５）その他 

・プレゼンテーションへは、本業務の総括責任者及び担当者等が参加すること。参加人数は、 

１提案あたり３名を上限とする。 

・プレゼンテーションに参加しなかった場合は、辞退したものとみなす。 

・審査委員会による審査の結果、基準を満たす提案がなかった場合、又は企画提案書の提出が 

なかった場合は再度公募するものとする。 

 

10 提案の無効に関する事項 

  次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）参加する資格のない者が提案したとき 

（２）所定の日時及び場所に書類を提出しないとき 

（３）事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき 

（４）提案者が当該提案競技に対して２以上の提案をしたとき 

（５）提案者が他人の提案の代理をしたとき 

（６）その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなか

ったとき 

 

11 委託先候補者選定後の留意事項 

（１）契約内容等の協議 

業務内容に関する細目事項等については、委託先候補者と県の間で協議の上契約内容を決定 

する。なお、協議のうえ企画提案の一部を変更する場合がある。 

委託先候補者と県との間で協議が整わない場合は辞退とし、次点の提案者を委託先候補者と  

し、同様に協議する。 

（２）契約方法 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により、随意契約を行う。 

（３）契約金額 

   契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。 
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（４）契約保証金 

   島根県会計規則第69条第１項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただ

し、島根県会計規則第69条の２各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

（５）支払方法 

   原則として精算払とする。ただし、契約に基づき前金払をすることができる。 

（６）その他の契約条項 

   契約予定者と協議の上、定める。 

 

12 その他の留意事項 

（１）提出期限後の問い合わせ、書類の追加・修正には原則として応じない。 

（２）提案競技及び契約の手続において使用する言語、通貨は日本語及び日本国通貨とする。 

（３）提出書類の著作権は、提案者に帰属する。 

（４）提出書類は他の提案者に対して非公開とする。 

（５）提出書類は返却しない。 

（６）提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

（７）書類提出後に辞退する場合は、書面でその旨を申し出ること。 

（８）提案者は、企画提案書の提出をもって、提案競技実施要領及び仕様書の記載内容に同意した

ものとする。 

（９）事業の効果、効率性の観点から、採用された企画の内容を変更することがある。 
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様式１ 

 

提案競技参加申込書 

令和  年  月  日  

 

 

島根県知事  様 

 

（提出者） 

会社（団体）名 

所 在 地 

代 表 者 名 

 

（連絡責任者） 

所 属 

職 ・ 氏 名 

電 話 番 号 

ファクシミリ 

電 子 メ ー ル 

 

 令和８年度しまね保育士魅力向上・発信事業業務委託に係る提案競技に参加したいので、下記の

とおり資料を提出します。 

なお、提案競技実施要領に定められた参加資格を満たしていること及び記載内容について、事実

と相違ないことを誓約します。 

（なお、本提案競技においては、別添のとおりコンソーシアムによる参加とします。） 

 

記 

 １ 添付書類 

ア 島根県内に事業所を有する者は、島根県税に滞納がないことの証明書（発行後３か月以内

のもの、写し可) 

イ 島根県内に事業所を有しない者は、本社が所在する都道府県税に滞納がないことの証明書

（発行後３か月以内のもの、写し可） 

ウ 税務署が発行する消費税及び地方消費税に関する納税証明書（発行後３か月以内のもの、

写し可） 

  エ 法人登記事項証明書 

  オ 会社概要書 

   ※コンソーシアムによる参加の場合、構成員全てについて該当する書類を添付すること。 
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様式２ 

 

令和  年  月  日  

 

島根県健康福祉部子ども・子育て支援課長 様 

 E-mail：hoiku@pref.shimane.lg.jp 

 

会社（団体）名 

所 在 地 

代 表 者 名 

担 当 者 名 

電 話 番 号 

 

 

令和８年度しまね保育士魅力向上・発信事業業務委託 提案競技質問票 

 

【質問事項】 

【内容】 

 

mailto:hoiku@pref.shimane.lg.jp

